
2026 年 3 月 2 日 

お客さま各位 

株式会社百十四銀行 

 

当座勘定規定の改定について 

 

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

百十四銀行は、2025 年 2 月 21 日付ニュースリリース「手形・小切手の全面的な電子化

に向けた対応について」および 2026 年 1 月 23 日付ニュースリリース「手形・小切手の全

面的な電子化に向けた追加対応について」でお知らせいたしましたとおり、手形・小切手

帳の発行受付を 2026 年 3 月 31 日(火)を受付最終日として終了いたします。 

これに伴い、当座勘定規定を下記のとおり改定いたしますのでお知らせいたします。 

なお、改定日以前にご契約いただいたお客さまにも改定後の規定が適用されますのでご了

承ください。 

何とぞご理解賜りますようお願い申しあげます。 

本件は、政府の「成長戦略実行計画」および全国銀行協会の「自主行動計画」で掲げる

「2026 年度末までの手形・小切手機能の全面的な電子化、手形・小切手の利用廃止等」の

最終目標を踏まえた取り組みの一環となります。 

 

 

記 

 

１．改定日 

2026 年 4 月 1 日（水） 

 

２．改定する規定 

・当座勘定規定 

・当座勘定規定（百十四パーソナルチェック） 

 



３．改定内容 

（1）当座勘定規定 

「当座勘定規定」の改定内容は以下のとおりです。 

下線部変更 

改定前 改定後 

第 9条 手形、小切手用紙 

(1)～(4)  略 

(5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、

必要と認められる枚数を実費で交付します。 

(6)～(7)  略 

第9条 手形、小切手用紙 

(1)～(4)  略 

(5)当行は、手形用紙、小切手用紙を交付しません。 

 

(6)～(7)  略 

 

約束手形用法 

改定前 改定後 

8. 手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印（お

届け印）のうえ請求してください。 

8.当行は、手形用紙を交付しません。 

 

為替手形用法 

改定前 改定後 

10. 手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印

（お届け印）のうえ請求してください。 

10.当行は、手形用紙を交付しません。 

 

小切手用法 

改定前 改定後 

8. 小切手用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印

（お届け印）のうえ請求してください。 

8.当行は、小切手用紙を交付しません。 

 

 



（2）当座勘定規定（百十四パーソナルチェック） 

「当座勘定規定（百十四パーソナルチェック）」の改定内容は以下のとおりです。 

下線部変更 

改定前 改定後 

第 9条 小切手、手形用紙 

(1)～(4)  略 

(5)小切手用紙、手形用紙の請求があった場合には、

必要と認められる枚数を実費で交付します。 

(6)～(7)  略 

第9条 小切手、手形用紙 

(1)～(4)  略 

(5)当行は、小切手用紙、手形用紙を交付しません。 

 

(6)～(7)  略 

 

小切手用法（百十四パーソナルチェック） 

改定前 改定後 

8. 小切手用紙は、当行所定の受取書に自署のうえ

請求してください。 

8.当行は、小切手用紙を交付しません。 

 

約束手形用法 

改定前 改定後 

8. 手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印（お

届け印）のうえ請求してください。 

8.当行は、手形用紙を交付しません。 

 

以上 


